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単元株式数の変更および定款の一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、平成 22 年４月 30 日開催の取締役会において、会社法第 195 条第１項の規定に基づき、単元株式数

の変更および定款の一部変更について、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。 
 

記 
 
１．単元株式数の変更について 

(1) 変更の理由 
当社株式の流通の活性化を促進し、投資家層の拡大を図るため。 

 
(2) 変更の内容 

単元株式数を５００株から１００株に変更する。 
 
(3) 変更予定日 

平成２２年７月１日（木曜日） 
 
２．定款の一部変更について 

(1) 変更の理由 
上記単元株式数の変更に伴うもの。 

 
(2) 変更の内容 

                           （下線部は変更部分） 
現行定款 変更後 

第８条（単元株式数） 
当会社の単元株式数は５００株とする。 
 

（新設） 
 

第８条（単元株式数） 
当会社の単元株式数は１００株とする。 
 
附則 
 
（単元株式数に関する経過措置） 
第８条の変更は、平成２２年７月１日をもっ

てその効力を生じるものとし、効力発生まで

は従前どおり次のとおりとする。 
第８条（単元株式数） 
当会社の単元株式数は５００株とする。 

なお、本附則は、第８条の変更の効力発生後

これを削除する。 
 

以上 


